
令和２年６月 26日 

令和４年３月 28日 更新 

ＵＲ都市機構 

 

給付金等活用型定期借家住宅「住まサポ定借」 

 

１ 目的 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、給付金を受給されている方等の住宅選びを

支援するため、定期借家制度の活用による低廉な家賃の住宅の提供を開始いたします。 

 

 ２ 制度概要 

対 象 者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、以下の給付金等を受給して

いる方（事業者含む） 

・生活保護制度「住宅扶助」  ・住居確保給付金 

・休業手当  ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 

・雇用調整助成金 

受付期間 令和２年６月 26日から 

対象住戸 （お申込に際しての世帯要件等が無い）「ＵＲライト（定期借家）」の 

ほか「Ｕ３５割」及び「そのママ割」で募集中の住戸 

契約形態 定期借家契約（３年。ＵＲライトには一部２年の住戸があります。） 

家 賃 定期借家契約で設定されている家賃 

（普通借家契約に比べ 10～20％程度低廉な家賃設定です。） 

入居資格 

の確認等 

ＵＲ賃貸住宅ホームページの「入居資格」をご確認ください。 

（URL）https://www.ur-net.go.jp/chintai/rent/requirements/ 

※住宅扶助及び住居確保給付金を受給の場合は、給付実施主体（市区 

町村等）が認める場合ご入居いただけます。 

※ＵＲ賃貸住宅からのお住み替えの場合もお申し込み可能です。 

対象住戸 

の 

検索方法 

ＵＲ賃貸住宅ホームページから物件検索いただく 

際に、指定条件欄の「Ｕ３５割」「そのママ割」 

「ＵＲライト（定期借家）」にチェックを入れて 

いただきますと対象住戸の検索が可能です。 

（URL）https://www.ur-net.go.jp/chintai/ 

受付場所 全国のＵＲ営業センター、賃貸ショップ及び現地案内所 

（URL）https://www.ur-net.go.jp/chintai/counter/ 
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